
第１１４号議案 

 

 

町田木曽山崎パラアリーナ整備等ＰＦＩ事業契約 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年(２０２５年)１１月２８日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田木曽山崎パラアリーナ整備等ＰＦＩ事業契約  

 

町田木曽山崎パラアリーナ整備等ＰＦＩ事業の実施のため、次のとお

り事業契約を締結する。  

 

１  契 約 の 目 的   町田木曽山崎パラアリーナ整備等ＰＦＩ事業に係る

施設の設計、建設、工事監理、維持管理及び運営

業務  

２  契 約 の 方 法   公募型プロポーザルによる随意契約  

３  契 約 金 額   ４，６３３，２９１，１４５円  

４  契約の相手方   株式会社ＧＩＯＮ町田アリーナ  

代表取締役  祇園  彬之介  

東京都町田市原町田一丁目１３番１号  

町田ハイツ壱番館１－３  

５  事 業 期 間   契約開始日から２０４４年３月３１日まで  
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事業概要書  

 

事業名称   町田木曽山崎パラアリーナ整備等ＰＦＩ事業  

 

履行場所   町田市山崎町１２９８番地１ほか  

 

事業目的   「町田市木曽山崎パラアリーナ整備方針」に基づき、市民誰も

がスポーツに親しめる環境を創出するため、旧忠生第六小学校

用地に整備する施設の設計、建設、工事監理、維持管理及び

運営について、ＰＦＩ手法により包括的に実施するものです。  

 

事業方式 ＢＴＯ（ B u i l d - Transfer-Operate）方式（事業者が本施設

の建設を行った後、市に本施設の所有権を移転し、事業期間

の終了までの間、本施設の運営及び維持管理を行う方式） 

 

事 業 内容   【 ア  施 設 整備 業務 】  

（ア） 設計業務  

a 調査業務 

b  基本・実施設計業務  

c  申請等業務  

d  交付金・地方債等申請補助業務  

（イ） 解体・建設工事  

a  解体・撤去工事  

b  建設工事  

c  工事完了後業務  

（ウ） 工事監理業務  
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（エ） 備品等調達設置業務  

（オ） 施設引渡業務  

 

【イ  開業準備業務】  

（ア）  開業準備業務  

（イ）  供用開始前の広報活動及び予約受付業務  

（ウ）  開館式典及び内覧会等の実施業務  

（エ）  開業準備期間中の本施設の維持管理業務  

 

【ウ  維持管理業務】  

（ア）  建築物保守管理業務  

（イ）  建築設備保守管理業務  

（ウ）  備品等保守管理業務  

（エ）  外構等保守管理業務  

（オ）  衛生管理業務  

（カ）  警備業務  

（キ）  修繕・更新業務  

 

【エ  運営業務】  

（ア）  受付業務  

（イ）  利用料金の収受業務  

（ウ）  運営管理業務  

（エ）  アリーナ・多目的室等運営業務  

（オ）  トレーニング室運営業務  

（カ）  駐車場管理運営業務  

（キ）  災害時初動対応業務  
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（ク）  付帯事業  

 

事業期間 （１）設計・建設期間：契約開始日の翌日から２０２８年  

６月３０日まで  

（２）開業準備期間：２０２８年７月１日から２０２８年 

９月３０日まで  

（３）供 用 開 始 日：２０２８年１０月１日  

（４）維持管理・運営期間：供用開始日から２０４４年３月３１日まで  
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【履行場所】 

 

七国山小学校  

山崎団地  
小公庭広場  

町田忠生小山エリア  
中学校給食センター  

町田木曽山崎パラアリーナ
事業地  
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